
１　人口動態統計の概況

我が国では、出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の５種類の「人口動態事象」について、人口動態

統計を作成している。

出生・死亡・婚姻及び離婚については「戸籍法」により、死産については「死産の届出に関する

規程」によって、それぞれ市区町村長に届け出られる。市区町村長は、これらの届書及び出生証明

書・死亡診断書・死産証書等の関係書類に基づいて「人口動態調査票」を作成する。調査票は、地

域保健活動の基礎資料として利用されるため、保健所長を経由して都道府県知事に提出され、さら

に厚生労働大臣に提出される。厚生労働省では、これらの調査票を集計して人口動態統計を作成し

ている。
本県及び全国における、平成20年の人口動態の概況は、表１、表２に示すとおりである。

表１　　栃木県人口動態の概況
実　　　　　　　数 率 平均発生間隔

平成20年 平成19年 増　減 平成20年 全国順位 平成19年 全国順位 増減 平 　成 　20 　年

(A) (B） （AーB） (C) (D) （C－D）

17,240 17,233 7 8.7 17 8.7 19 0.0 30分 29秒

18,437 18,184 253 9.3 33 9.2 32 0.1 28分 30秒

▲ 1,197 ▲ 951 ▲ 246 ▲ 0.6 14 ▲ 0.5 17 ▲ 0.1 －

60 50 10 3.5 3 2.9 13 0.6 146時間 24分 

24 22 2 1.4 17 1.3 25 0.1 366時間 

464 462 2 26.2 21 26.1 22 0.1 18時間 55分 52秒

出 生

死 亡

自 然 増 加

乳 児 死 亡

新 生 児 死 亡

死 産 464 462 2 26.2 21 26.1 22 0.1 18時間 55分 52秒

74 68 6 4.3 25 3.9 39 0.4 118時間 42分10秒

11,198 11,108 90 5.7 12 5.6 12 0.1 46分 56秒

3,963 4,041 ▲ 78 2.00 16 2.04 12 ▲ 0.04 2時間 12分59秒

注：率算出に用いた人口 平成20年10月１日現在推計人口（総務省統計局）　　　 　　日本人人口（栃木県）   1,981,000人

平成19年10月１日現在推計人口（総務省統計局）　　　 　　日本人人口（栃木県）   1,985,000人

表２　　全国人口動態統計の概況
実　　　　　　　数 率 平均発生間隔

平成20年 平成19年 増減 平成20年 平成19年 増減 平 　成 　20　年

(A) (B） （AーB） (C) (D) （C－D）

1,091,156 1,089,818 1,338 8.7 8.6 0.1 29秒

1,142,407 1,108,334 34,073 9.1 8.8 0.3 28秒

▲51,251 ▲18,516 ▲32,735 ▲ 0.4 ▲ 0.1 ▲ 0.3 －

2,798 2,828 ▲ 30 2.6 2.6 0.0 3時間 8分 22秒

1,331 1,434 ▲ 103 1.2 1.3 ▲0.1 6時間 35分 58秒

28,177 29,313 ▲ 1,136 25.2 26.2 ▲ 1.0 18分 42秒

4,720 4,906 ▲ 186 4.3 4.5 ▲ 0.2 1時間 51分 40秒

726,106 719,822 6,284 5.8 5.7 0.1 44秒

251,136 254,832 ▲ 3,696 1.99 2.02 ▲ 0.03 2分 6秒

注：率算出に用いた人口 平成20年10月１日現在推計人口（総務省統計局）　　　　　日本人人口（全国） 125,947,000人

平成19年10月１日現在推計人口（総務省統計局）　　　　　日本人人口（全国） 126,085,000人
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